
議案第３９号資料  建設部建設総務課  

 

１ 事 業 名  

市道路線の認定  

市道 4-1411 号線、市道 4-1412 号線、市道 5-2034 号線、市道 5-2035

号線 

 

２ 事業の概要  

上記 4 路線については、都市計画法に基づく開発行為に伴い新規に築造

された道路であり、この度市に帰属したことから、道路法第 8 条第 1 項の

規定に基づき市道路線として認定するものである。 

 

３ 他自治体の類似する政策等 

道路法に基づき、他の自治体においても市道路線の認定を実施している。 

 

４ 市民参加の実施の有無とその内容  

なし  

 

５ 関係法令、基本計画との整合性  

道路法、都市計画法  

 

６ 事業費及びその財源等  

なし  

 

７ その他  

認定する 4 路線の場所、幅員及び延長については、市道路線案内図 1 か

ら 3 までのとおりである。 
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和ケ原三丁目

市
道
4-
10
号
線

市
道
4-864号

線

和ケ原2丁目

（認定）市道4-1411号線（幅員6.2m・延長125.40m）　 

（認定）市道4-1412号線（幅員6.2m・延長41.20m）　 

　認定理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　開発行為により帰属した路線を認定するものである。

既設路線

認定路線

凡　例

林小学校

国
道
463号

N

林三丁目

市
道
4-
86
2号
線

市道路線案内図１

287-43

287-50

287-44

287-43

市道4-1412号線

市道4-1411号線
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椿峰中央公園

山口中学校

凡　例

認定路線

既設路線

（認定）市道5-2034号線（幅員4.2m・延長92.10m）　 

　認定理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　開発行為により帰属した路線を認定するものである。

つばき児童館 市
道
5-993号

線

市
道
5-
99
1号
線

N

市道路線案内図２

大字山口

1339-12

市道5-2034号線

1337-3
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大六天

国道463号

上新井
市
道
5-
3
16
号
線

市道5-2035号線

市道路線案内図３

凡　例

認定路線

既設路線

（認定）市道5-2035号線（幅員4.2m～4.3m・延長71.60m）　 

　認定理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　開発行為により帰属した路線を認定するものである。

N

42-48

42-53

上新井二丁目

上新井一丁目

小手指台
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